
 

 

 第９期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保健事業計画・認知症施策推進計画に定める整備目標に沿って、整備
事業者を募集します。 
 今回の募集の応募が年間選定数に満たなかった場合には追加で募集を行う場合があり、追加募集を行う場合に
は市ホームページにて公表します。 

 
募集区分 民有地活用 

施設種別 

広域型 地域密着型 

※ユニット型個室に限る。なお、１ユニットあたりの定員数は原則 12 人以内とし、15 人を超えない
ものとします。 

整備年度 
９年度 設計 
10 年度 着工・出来高 60％ 

11 年度 しゅん工・開所 

９年度 設計 
10 年度 着工・出来高 60％ 

11 年度 しゅん工・開所 

募集規模 

年間２～３施設程度とします。(選定数は増減す

る可能性があります。) ※この１施設は 120 人と
して設定しています。実際の応募では、１施設の

定員数の上限を設けておりません。 

年間１施設程度とします。(選定数は増減する可能

性があります。)※この１施設は 29 人として設定
しています。 

ショートス

テイの設置 
空床型ショートステイの設置を条件とします。 ショートステイの設置は任意とします。 

対象者 
社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 22 条に規定する社会福祉法人（新規設立法人も含む） 

※オーナー型による整備も対象とします。 

留意事項 

１ 特別養護老人ホーム（広域型）は「建設の手引き－民有地活用（広域型）－」を、地域密着型特 

別養護老人ホームは「建設の手引き－民有地活用（地域密着型）－」を使用してください。 

２ 特別養護老人ホーム（広域型及び地域密着型）については、共に全区を募集対象とします。ただ

し、旭区、泉区における特別養護老人ホーム（広域型）の整備は年間１施設のみの選定とします。 

３ サテライト型居住施設の本体施設は、特別養護老人ホームとします。 

４ 計画策定にあたり必要な法令及び基準に遵守した計画かどうか、事前に関係課へ必ず確認をする

ようにしてください。 

５ 以下の区域が整備区域に含まれる場合には、応募不可となります。 

(1) 災害レッドゾーン：土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域 

(2) 災害イエローゾーン：土砂災害警戒区域、浸水深１メートル以上の浸水想定区域等 

６ 市街化調整区域に建設する場合の条件 

 (1)  横浜市開発審査会提案基準（第 20 号）に該当することが必要です。 

(2)  事業計画によっては、横浜市土地利用総合調整会議に付議する必要がありますので、下記問合  

せ先へ要否を確認してください。 

【横浜市土地利用総合調整会議の問合せ先】 

建築局企画課 電話：045(671)3655、FAX：045(664)7707 

その他 

１ 整備に関する業者選定及び契約手続き等については、「民間社会福祉施設整備等に係る契約指導 

要綱」、「契約の手引き」及び「建設の手引き」に基づき行うことを条件とします。 

２ 選定後であっても、横浜市補助金が予算化されない場合は、事業の遅れや、当初予定された補助 

制度の内容や金額に変更が生じる場合があります。 

３ 当初想定し得ない事情により、事業継続が困難となった場合、選定を取り消す場合があります。 

事前相談 事業計画書の提出前に必ず健康福祉局高齢施設課と事前相談を行ってください。 

応募方法 

「特別養護老人ホーム建設の手引き」及び「特別養護老人ホーム建設事業計画書」により必要書類を

正副２部作成し、紙媒体で持参してください。また、同様の内容のデータも提出してください。 

＜締切＞令和８年６月 30 日（火）15 時 00 分（厳守） 

※ 締切後の提出や添付書類に不備のある事業計画書は受け付けません。 

連絡先 
横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 横浜市健康福祉局高齢施設課施設整備係 

電話：045(671)4119  FAX：045（641）6408  E メール：kf-tokuyouseibi@city.yokohama.lg.jp 

 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 整 備 事 業 者 公 募 概 要 【 R ８ 公 募 】 


